
千葉市告示第１０８９号  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定

により、次のとおり学校給食費滞納者の未収金に係る公金の徴収業務を

委託したので、同条第２項の規定により告示します。  

 

 令和７年１２月１７日  

 

                  千葉市長  神  谷  俊  一  

 

１  委託先指定公金事務取扱者の所在地及び名称  

  所在地   東京都千代田区神田錦町１－８－１１  

       錦町ビルディング４階・８階  

  名称    弁護士法人エジソン法律事務所  

  代表者名  弁護士  大達  一賢  

 

２  委託した徴収業務に係る公金  

  千葉市学校給食費  

 

３  指定公金事務取扱者の指定日  

  令和７年１２月９日  

 

４  公金徴収業務の委託日  

  令和７年１２月９日  

 

５  公金徴収業務の委託期間  

  令和７年１２月９日から令和８年３月３１日まで  

 


